
令和５年度 恵庭市廃棄物減量等推進審議会 スケジュール(案)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

第1回 第２回 第３回 第４回 第５回

廃棄物減量等
推進審議会

排出事業者
説明会

（事業者向け）

地区懇談会
（市民向け）

第1回 （報告）

・ごみ処理恵庭モデル確立に向けた提言書について

・令和4年度ごみ組成調査結果報告

・令和７年度からのごみ処理手数料の考え方(素案)について

・し尿処理手数料について

・今後のスケジュール(案)について

第３回

（報告・協議）

・令和5年度廃棄物処理の概要について

・地区懇談会及び排出事業者説明会結果報告について

・令和７年度からのごみ処理手数料(素案)について

・し尿処理手数料について

第５回 （答申）

・令和７年度からのごみ処理手数料について

・一般廃棄物処理基本計画の一部変更について

・し尿処理手数料について
第２回

（諮問）

・令和７年度からのごみ処理手数料(案)について

・一般廃棄物処理基本計画の一部変更について

・し尿処理手数料について

第４回 （報告・協議）

・パブリックコメント報告について

・令和７年度からのごみ処理手数料(案)について

・し尿処理手数料について

・答申（案）について

審議会議題（予定）

資料５

収集運搬
許可業者
意見交換会

収集運搬
許可業者
意見交換会

諮問 答申

地区懇談会及び排出事業者説明会

令和７年度からのごみ処理手数料について、市民向けに地区懇談会（６月頃）を実施
し、考え方や影響等について説明及び質疑応答・意見交換を行う。また、収集運搬許可
業者との意見交換会（６月・翌１月頃）を実施し、市内事業者向けにも同様に排出事業
者説明会（６月頃）を実施する。その後、各説明会で寄せられた意見等を事務局で集約
し、廃棄物減量等推進審議会へ報告する。廃棄物減量等推進審議会は報告を踏まえた
上で答申を行う。答申後に再度地区懇談会及び説明会・意見交換会を実施予定（年明
け）。

パブリック
コメント募集

4/26 7/11 9/5 11/14

10/10頃〆

12/21

6/1～6/中旬まで

6/1～6/中旬まで

2～3月頃

1月～2月頃


